
平成１３年(ワ)第２１６７７号　特許権侵害差止等請求事件
（口頭弁論終結日　平成１４年４月９日）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　決
　　　　　原　　　　告　　　　　　　　　　株式会社ウエスタン・アームス
　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　　　　　小　林　幸　夫
　　　　　補佐人弁理士　　　　　　　　　　神　原　貞　昭
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　株式会社東京マルイ
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　株式会社さくらや
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　株式会社ホビーベースイエローサブ
マリン
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　株式会社マルゴー
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　株式会社エス・ケー・シー
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　有限会社ホビーショップフロンティ
ア
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　株式会社ドン・キホーテ
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　株式会社ダイクマ
　　　　　上記被告ら８名訴訟代理人弁護士　湊　谷　秀　光
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　中　島　　　茂
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　栗　原　正　一
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　浅　見　隆　行
　　　　　補佐人弁理士　　　　　　　　　　井　澤　　　洵
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　　　　　１　原告の請求をいずれも棄却する。
　　　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事　実　及　び　理　由
第１　原告の請求
【被告株式会社東京マルイに対する請求】
  １　被告株式会社東京マルイは，別紙物件目録記載の玩具銃を製造し，販売し，
又は販売のために展示してはならない。
  ２　被告株式会社東京マルイは，その占有する前項の玩具銃及びその半製品を廃
棄し，同玩具銃の製造に用いる設備を除去せよ。
  ３　被告株式会社東京マルイは，原告に対し，４億３９２９万６０００円及びこ
れに対する平成１３年９月１０日（内容証明郵便の到達した日）から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
【被告株式会社さくらや，被告株式会社ホビーベースイエローサブマリン，被告株
式会社マルゴー，被告株式会社エス・ケー・シー，被告有限会社ホビーショップフ
ロンティア，被告株式会社ドン・キホーテ及び被告株式会社ダイクマに対する請
求】
  １　被告株式会社さくらや，被告株式会社ホビーベースイエローサブマリン，被
告株式会社マルゴー，被告株式会社エス・ケー・シー，被告有限会社ホビーショッ
プフロンティア，被告株式会社ドン・キホーテ及び被告株式会社ダイクマは，別紙
物件目録記載の玩具銃を販売し，又は販売のために展示してはならない。
  ２　被告株式会社さくらや，被告株式会社ホビーベースイエローサブマリン，被
告株式会社マルゴー，被告株式会社エス・ケー・シー，被告有限会社ホビーショッ
プフロンティア，被告株式会社ドン・キホーテ及び被告株式会社ダイクマは，それ
ぞれ，その占有する前項の玩具銃を廃棄せよ。
  ３(1)　被告株式会社さくらやは，原告に対し，３０７万２０００円及びこれに対
する平成１３年９月８日（内容証明郵便の到達した日）から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
    (2)　被告株式会社ホビーベースイエローサブマリンは，原告に対し，１２２万
８８００円及びこれに対する平成１３年９月８日（内容証明郵便の到達した日）か
ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    (3)　被告株式会社マルゴーは，原告に対し，７１６万８０００円及びこれに対
する平成１３年９月８日（内容証明郵便の到達した日）から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
    (4)　被告株式会社エス・ケー・シーは，原告に対し，４０９万６０００円及び
これに対する平成１３年９月９日（内容証明郵便の到達した日）から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。



    (5)　被告有限会社ホビーショップフロンティアは，原告に対し，４０９万６０
００円及びこれに対する平成１３年９月８日（内容証明郵便の到達した日）から支
払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    (6)　被告株式会社ドン・キホーテは，原告に対し，７１２万７０４０円及びこ
れに対する平成１３年９月８日（内容証明郵便の到達した日）から支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。
    (7)　被告株式会社ダイクマは，原告に対し，４１７万７９２０円及びこれに対
する平成１３年９月８日（内容証明郵便の到達した日）から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　被告株式会社東京マルイは，別紙物件目録記載の玩具銃（以下「被告製品」
という。）を製造・販売し，被告株式会社さくらや，被告株式会社ホビーベースイ
エローサブマリン，被告株式会社マルゴー，被告株式会社エス・ケー・シー，被告
有限会社ホビーショップフロンティア，被告株式会社ドン・キホーテ及び被告株式
会社ダイクマは，被告製品を販売しているところ，原告は，被告製品が原告の有す
る特許権の発明の技術的範囲に属し，その製造・販売が原告の特許権を侵害すると
主張して，被告製品の製造・販売等の差止め等及び損害賠償の支払を求めている。
  １　前提となる事実等（当事者間に争いのない事実及びこれにより容易に認定で
きる事実）
（１）原告の有する特許権
　　　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有する。
　　　特許番号　　　　第２８７１５８１号
　　　発明の名称　　　自動弾丸供給機構付玩具銃
　　　出願日　　　　　平成５年５月１７日
　　　登録日　　　　　平成１１年１月８日
（２）特許請求の範囲
    　本件特許権に係る明細書（以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の特
許公報〔甲１〕を参照。）における特許請求の範囲のうち，【請求項１】の記載
は，次のとおりである（以下【請求項１】に係る発明を「本件発明」という。）。
    「グリップ部内に配される弾倉部と，上記グリップ部内に配される蓄圧室と，
銃身部の後端部分に設けられて上記弾倉部における一端の近傍に配される装弾室
と，上記銃身部に沿って移動可能に配されたスライダ部と，該スライダ部における
上記銃身部の後方となる部分内に設けられた圧力室形成部と，上記装弾室と上記圧
力室形成部との間に配されて，上記スライダ部の移動に伴う往復移動を行い，該往
復移動によって上記弾倉部の一端から上記装弾室へ弾丸を供給する可動部材と，上
記蓄圧室から上記可動部材に向かって伸びるガス導出通路部を開閉制御し，上記蓄
圧室からのガスが上記ガス導出通路部を通じて上記可動部材内へと導かれることに
なる状態を選択的にとるガス通路開閉部と，上記可動部材内に移動可能に設けら
れ，該可動部材内に形成される上記ガス導出通路部から上記装弾室に至る第１のガ
ス通路部を開状態として，上記蓄圧室からのガスが上記装弾室に供給される状態と
なし，その後，上記第１のガス通路部を閉状態として，上記蓄圧室からのガスが上
記可動部材内に形成される上記ガス導出通路部から上記圧力室形成部に至る第２の
ガス通路部を通じて上記圧力室形成部に供給される状態となすガス通路制御部と，
上記装弾室に供給された弾丸を発射させるべく操作されるトリガ部に連動した回動
を行って上記ガス通路開閉部に押圧移動を行わせ，該押圧移動により上記蓄圧室か
らのガスが上記ガス導出通路部を通じて上記可動部材内へと導かれる状態となすハ
ンマ部と，を備えて構成される自動弾丸供給機構付玩具銃。」
（３）本件発明の分説
    　本件発明の特許請求の範囲は，次のとおり分説することができる（以下，分
説されたそれぞれを，「構成要件Ａ」などという。）。
    Ａ　グリップ部内に配される弾倉部と，
    Ｂ　上記グリップ部内に配される蓄圧室と，
    Ｃ　銃身部の後端部分に設けられて上記弾倉部における一端の近傍に配される
装弾室と，
    Ｄ　上記銃身部に沿って移動可能に配されたスライダ部と，
    Ｅ　該スライダ部における上記銃身部の後方となる部分内に設けられた圧力室
形成部と，
    Ｆ　①　上記装弾室と上記圧力室形成部との間に配されて，上記スライダ部の



移動に伴う往復移動を行い，
    　　②　該往復移動によって上記弾倉部の一端から上記装弾室へ弾丸を供給す
る
    　　③　可動部材と，
    Ｇ　①　上記蓄圧室から上記可動部材に向かって伸びるガス導出通路部を開閉
制御し，
    　　②　上記蓄圧室からのガスが上記ガス導出通路部を通じて上記可動部材内
へと導かれることになる状態を選択的にとる
    　　③　ガス通路開閉部と，
    Ｈ　①　上記可動部材内に移動可能に設けられ，
    　　②　該可動部材内に形成される上記ガス導出通路部から上記装弾室に至る
第１のガス通路部を開状態として，上記蓄圧室からのガスが上記装弾室に供給され
る状態となし，
    　　③　その後，上記第１のガス通路部を閉状態として，上記蓄圧室からのガ
スが上記可動部材内に形成される上記ガス導出通路部から上記圧力室形成部に至る
第２のガス通路部を通じて上記圧力室形成部に供給される状態となす
    　　④　ガス通路制御部と，
    Ｉ　①　上記装弾室に供給された弾丸を発射させるべく操作されるトリガ部に
連動した回動を行って上記ガス通路開閉部に押圧移動を行わせ，
    　　②　該押圧移動により上記蓄圧室からのガスが上記ガス導出通路部を通じ
て上記可動部材内へと導かれる状態となす
    　　③　ハンマ部と，を
    Ｊ　備えて構成される自動弾丸供給機構付玩具銃。
（４）被告製品と本件発明の構成要件との対比
　ア　被告製品の構成は別紙「被告製品静止断面図」のとおりであり，その動作は
別紙「被告製品動作図」の図１～１０のとおりである（ただし，被告らは，別紙
「被告製品動作図」の図４については，ガスがチャンバーに供給された状態ではシ
リンダーバルブ２５は若干前進していること，同図５については，弾丸がチャンバ
ーから押し出された状態ではスライド５０が若干後退していることを指摘し，その
限度では図４，図５を争っている。以下，被告製品については，これらの図に記載
された名称，番号を記載する。）。
  イ　被告製品は，本件発明の構成要件Ａ～Ｄ，Ｆ，Ｇ①③，Ｉ，Ｊを充足する
（被告は，この点を明確に争うことをしない。）。
  ウ　被告製品は，本件発明の構成要件Ｅを充足する。すなわち，構成要件Ｅは，
「該スライダ部における上記銃身部の後方となる部分内に設けられた圧力室形成部
と，」というものであるが，この「圧力室形成部」は，その文言から，ガス圧が供
給される室である圧力室を形成する部分を意味すると解するのが相当であるとこ
ろ，被告製品においては，ピストンカップ５１とシリンダー５２とを含む部分が，
ガス圧が供給される室である圧力室を形成する部位に当たるから，この部分が「圧
力室形成部」に相当するというべきである（この点につき，被告らは，ピストンカ
ップ５１とシリンダー５２とは全く異なった機能を有するし，また，シリンダー５
２はシリンダー５４と一体の部材なのであるから，こうした部分を「圧力室形成
部」に当たるとみることはできないと主張するが，ピストンカップ５１とシリンダ
ー５２は，部材としてはそれぞれ異なった機能を有するものの，ピストンカップ５
１とシリンダー５２とによって圧力室形成部を構成していることに変わりはない
し，また，シリンダー５２はシリンダー５４と一体の部材であるものの，たとえ一
体の部材であっても各々が果たす役割，機能が異なる場合はそれに応じて個別の部
分として取り扱うことができるというべきところ，シリンダー５２はシリンダー５
４とその果たす役割，機能は異なっているといえるものである。被告らの上記主張
は，採用できない。なお，被告らも，構成要件Ｅの趣旨が，スライダ部内の銃身部
後方部分にガスが供給される空間があるとの趣旨であれば，これを認める，として
いる。）。
（５）被告らの行為
    　株式会社東京マルイは，被告製品を業として製造・販売し，被告株式会社さ
くらや，被告株式会社ホビーベースイエローサブマリン，被告株式会社マルゴー，
被告株式会社エス・ケー・シー，被告有限会社ホビーショップフロンティア，被告
株式会社ドン・キホーテ及び被告株式会社ダイクマは，被告製品を業として販売し
ている。



　２　本件における争点
（１）被告製品が，本件発明の技術的範囲に属するか（争点１）
（２）損害賠償の額（争点２）
　３　争点に関する当事者の主張
（１）争点１（被告製品が，本件発明の技術的範囲に属するか）
　【原告の主張】
　ア　構成要件Ｇ②の充足性
　　　構成要件Ｇ②は，「上記蓄圧室からのガスが上記ガス導出通路部を通じて上
記可動部材内へと導かれることになる状態を選択的にとる」という文言であるとこ
ろ，「選択的にとる」とは常時とるのではなく状況に応じて選んでとるという意味
であるから，上記文言は，「上記蓄圧室からのガスが上記ガス導出通路部を通じて
上記可動部材内へと導かれることになる状態」とそうでない状態とをとり得ること
を前提に，「上記蓄圧室からのガスが‥‥‥導かれることになる状態」を状況に応
じて選んでとる，という意味である。つまり，上記文言は，蓄圧室からのガスが，
ガス導出通路部を通じて可動部材内まで供給される状態と無供給の状態とを，ガス
通路開閉部がガス導出通路部を開閉制御することによって，選択的にとる，という
ことを表したものである。
　　　被告製品においては，放出バルブ３５ａがガス導出通路部を開閉制御するこ
とによって，蓄圧室３３からのガスがガス導出通路部を通じてシリンダー５２，５
４内へと導かれることになる状態を選択的にとるものであるから，構成要件Ｇ②を
充足する。
　イ　構成要件Ｈの充足性
（ア）構成要件Ｈのうち，Ｈ③は，「その後，上記第１のガス通路部を閉状態とし
て，上記蓄圧室からのガスが上記可動部材内に形成される上記ガス導出通路部から
上記圧力室形成部に至る第２のガス通路部を通じて上記圧力室形成部に供給される
状態となす」という文言であるところ，「第２のガス通路部を通じて上記圧力室形
成部に供給される状態となす」との記載は，構成要件Ｈ②の「蓄圧室からのガスが
上記装弾室に供給される状態となし」に対応し，この記述を受ける形で，「第２の
ガス通路部を通じて上記圧力室形成部に供給される状態」になる，と記載されてい
るのであるから，その字句どおりに読み，第１のガス通路部が閉状態とされたもと
で，ガスが圧力室形成部のみに供給されることをいったものと解すべきである。
　　　そして，被告製品は，シリンダーバルブ２５により第１のガス通路部が閉状
態とされたもとで，ガスが第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に供給され，こ
れによってスライド５０が後退するから，構成要件Ｈを充足するというべきであ
る。
　　　被告らは，構成要件Ｈ③の「第２のガス通路部を通じて上記圧力室形成部に
供給される状態となす」との文言は，第２のガス通路部を開状態となす，と同じ意
味であり，「なす」の通常の文言の意味からすると，その前の段階である構成要件
Ｈ②の「第１のガス通路部」が「開状態」のときは，第２のガス通路部は閉状態と
なっていると解釈できると主張するが，かかる被告らの解釈は，本件発明の特許請
求の範囲に全く記載がない事項を付加するものであって，特許請求の範囲に記載さ
れた用語の意義の解釈を超えるものであり，特許法７０条１項，２項に反する。
（イ）また，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載からも，構成要件Ｈは，
第１のガス通路部が開であるときは，当然に第２のガス通路部は閉でなければなら
ないとの解釈を導くことはできない。
　　　すなわち，構成要件Ｈは，上記のとおり，第１のガス通路部が閉状態とされ
たもとで，ガスが圧力室形成部のみに供給されることをいったものというべきであ
って，この供給がスライダ部の後退に利用されるものである。すなわち，本件発明
において意図されたスライダ部の後退は，第２のガス通路部を通じて圧力室形成部
にガスが供給されればそれだけで生じる後退という類のものではなく，第１のガス
通路部が閉状態とされたもとで，第２のガス通路部を通じてガスが圧力室形成部に
供給されることにより初めて生じる後退である。そうすると，本件明細書の段落
【０００７】に「‥‥‥弾丸の発射に続いてスライダ部の後退及びその後の前進が
行われて‥‥‥」とあるうちの「スライダ部の後退」とは，第１のガス通路部が閉
状態とされたもとで，第２のガス通路部を通じてガスが圧力室形成部に供給される
ことにより生じるスライダ部の後退であると考えるべきである。また，本件明細書
の段落【００１０】に「‥‥‥斯かるガス通路制御部の移動により第１のガス通路
部が閉状態とされ，それにより，蓄圧室からガス導出通路部を通じて可動部材内へ



と導かれたガスが，第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に供給され，スライダ
部の後退に利用される。‥‥‥」とあるが，ここでは，被告ら主張のように「それ
により」第２のガス通路が開になることを説明しているのではなく，「それによ
り」ガスが第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に供給されることが説明されて
いるのである。その他，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，第１，第２の
ガス通路部につき，一方が開のとき他方は閉とするという記載は存しない。
（ウ）また，本件発明の分割前の特願平５－１１４６０５号の特許出願に係る発明
（乙１。以下「原発明」といい，原発明に係る明細書を「原明細書」という。）か
らも，構成要件Ｈは，第１のガス通路部が開であるときは，当然に第２のガス通路
部は閉でなければならないとの解釈を導くことはできない。
　　　すなわち，原発明においては，①ガス通路制御部における弁部材が，弾丸発
射用ガス通路（第１のガス通路）を開状態とするとともに，弾丸供給用ガス通路
（第２のガス通路）を閉状態とするもとで，ガスを弾丸発射用ガス通路を通じて装
弾室に供給して，弾丸を装弾室から発射させ，また，弾丸発射用ガス通路を閉状態
とするとともに，弾丸供給用ガス通路を開状態とするもとで，ガスを弾丸供給用ガ
ス通路を通じて圧力室に供給して，スライダ部を後退させる，という技術思想が記
載されている。このように，原発明に，ガス通路制御部が，第１のガス通路部を開
閉するとともに第２のガス通路を開閉することが記載されていることからすれば，
原発明におけるガス通路制御部の記載には，ガス通路制御部が第１のガス通路部を
開閉するものであるということ，つまり，ガス通路制御部が第１のガス通路部を開
状態とすること及び第１のガス通路を閉状態とすることの両者の記載が包含されて
いるというべきである。
　　　そうすると，原発明においては，①の技術思想のほかに，②ガス通路制御部
における弁部材が，弾丸発射用ガス通路（第１のガス通路）を開状態とするもと
で，ガスを弾丸発射用ガス通路を通じて装弾室に供給して，弾丸を装弾室から発射
させ，また，弾丸発射用ガス通路を閉状態とするもとで，ガスを弾丸供給用ガス通
路を通じて圧力室に供給して，スライダ部を後退させる，という技術思想が包含さ
れているというべきである。
　　　このことは，ガス通路制御部における弁部材が，弾丸発射用ガス通路（第１
のガス通路）を開状態とすることにより，弾丸供給用ガス通路（第２のガス通路）
を閉状態としない下にあっても，ガスを弾丸発射用ガス通路を通じて装弾室に供給
して，弾丸を装弾室から発射させることができ，また，ガス通路制御部における弁
部材が，弾丸発射用ガス通路を閉状態にすることにより，ガスを弾丸供給用ガス通
路を通じて圧力室に供給して，スライダ部を後退させることができること，すなわ
ち，ガス通路制御部が第１のガス通路部を開閉するという思想が，それ自体技術思
想として成立することからしても明らかである。
　　　そうすると，原発明には，ガス通路制御部について，第１のガス通路部を開
閉するとともに第２のガス通路を開閉するという技術思想と，第１のガス通路部を
開閉するという技術思想の両者が記載されているというべきところ，これらは明ら
かに異なる技術思想である。つまり，原発明には，互いに異なる２つの技術思想が
記載されており，本件発明は，このうち，ガス通路制御部が第１のガス通路部を開
閉するという後者の技術思想を取り出して当初の特許出願を分割したものである。
そうすると，こうした技術思想である本件発明の構成要件Ｈについて，第１のガス
通路部が開であるときは，当然に第２のガス通路部は閉でなければならないとの解
釈を導くことはできない。
　【被告らの主張】
　ア　構成要件Ｇ②の充足性
　　　構成要件Ｇ②の「選択的にとる」の意味は，２つ以上のものの中から１つを
とることであるが，構成要件Ｇ②で示されているのは，「上記蓄圧室からのガスが
上記ガス導出通路部を通じて上記シリンダー内へと導かれることになる状態」のみ
である。そして，「選択的にとる」とは，何らかの基準あるいは意思に従って，２
つ以上のものから１つのものを選び出すというニュアンスが込められていることは
明らかである。しかるに，被告製品においては，トリガー１を引くことにより放出
バルブ３５ａが開き，放出バルブ３５ａが開けば必ず，ガスはシリンダー５２，５
４内に供給されることになるから，そこに「選択的にとる」といった概念を持ち込
む余地はない。つまり，被告製品は，マガジンケース３３（蓄圧室）からシリンダ
ー５２，５４に向かって伸びるガス通路部へのガスの導出を制御する弁は存在する
が，構成要件Ｇ②にいうような状態とそうでない状態とを選択的にとることはな



い。したがって，被告製品は，構成要件Ｇ②を充足しない。
　　　なお，原告が主張するように，「選択的にとる」とは，供給状態と無供給状
態とを開閉制御によって選択的にとるという意味であると考えることはできない。
供給と無供給とを選択的にとる，では，あえて「選択的にとる」と表現した意図が
不明となり，構成要件Ｇ②が不要な要件となる。
　イ　構成要件Ｈの充足性
（ア）構成要件Ｈ③の「その後，上記第１のガス通路部を閉状態として，上記蓄圧
室からのガスが上記可動部材内に形成される上記ガス導出通路部から上記圧力室形
成部に至る第２のガス通路部を通じて上記圧力室形成部に供給される状態となす」
とは，第１のガス通路部を閉状態として第２のガス通路部を開状態とする，という
ことを表したものであり，「第２のガス通路部を通じて上記圧力室形成部に供給さ
れる状態となす」とは，第２のガス通路部を開となす，と同義である。これは，文
言の通常の意味から当然に導き出されることである。そして，この場合の「なす」
には，「成す」か「為す」かは必ずしも判然とはしないものの，ある状態のものを
別の状態にするという意味が含まれていることは明らかである。すると，第２のガ
ス通路部について，「ある状態」のものを別の状態である開状態とするというので
あるから，「ある状態」とは「閉状態」でなければならない。そうすると，構成要
件Ｈ②の「‥‥‥第１のガス通路部を開状態として，上記蓄圧室からのガスが上記
装弾室に供給される状態となし，」にいうように第１のガス通路部が開状態のと
き，第２のガス通路部は閉状態であるといわなければならない。
（イ）上記の解釈は，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載からも裏付けら
れる。すなわち，本件明細書の段落【０００５】【発明が解決しようとする課題】
には，「‥‥‥弾丸の発射に続いて銃身に対して設けられたスライダの移動が行わ
れて，着弾孔に対する弾丸の供給が行われることが望まれる。」とされ，段落【０
００７】には，「‥‥‥本発明は，‥‥‥弾丸の発射が行われ，さらに，弾丸の発
射に続いてスライダ部の後退及びその後の前進が行われて装弾室に対する弾丸の供
給がなされる，という順序に従って行われるようにされた自動弾丸供給機構付玩具
銃を提供する。」と記載されている。しかるに，「第２のガス通路部」にガスを供
給するのは，スライダ部の後退及びその後の前進が行われて装弾室に対する弾丸の
供給を行うためであり，「第１のガス通路部」にガスを供給するのは，装弾室にガ
スを供給して弾丸を発射するためである。そうすると，弾丸発射時に，第２のガス
通路部にガスを供給することは，弾丸発射時にスライダ部の後退をもたらすことと
なり，本件発明が目的とした，弾丸の発射に続いてスライダ部の後退という順序に
従って行われるようにすることを否定することとなる。したがって，第１のガス通
路部が開のとき，第２のガス通路部は閉じられていなければならない。
　　　また，本件明細書の段落【００１０】には，「‥‥‥第１のガス通路部を開
状態となす位置をとるガス通路制御部により，先ず，第１のガス通路部を通じて装
弾室に供給され，その装弾室に供給されている弾丸の発射に利用される。このよう
にハンマ部の回動に伴って行われる弾丸の発射，即ち，装弾室からの弾丸の移動
は，可動部材内のガス圧を低下させ，それに伴うガス通路制御部の可動部材内での
移動を生じさせる。斯かるガス通路制御部の移動により第１のガス通路部が閉状態
とされ，それにより，蓄圧室からガス導出通路部を通じて可動部材内へと導かれた
ガスが，第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に供給され，スライダ部の後退に
利用される。」と記載されている。そうすると，ガス通路制御部の移動により，第
１のガス通路部が閉状態とされ，「それにより」第２のガス通路部が開になるとい
うのであるから，ガス通路制御部が，第１のガス通路部と第２のガス通路部を開閉
制御し，一方が開のとき他方を閉とするものであることが明らかである。
　　　すなわち，本件明細書の段落【００２７】の「‥‥‥弾丸供給用ガス通路２
２を閉状態となす弁部材２７‥‥‥」の状態から，段落【００２９】の「このよう
にして弁部材２７が，弾丸発射用ガス通路２１を閉状態として，弾丸供給用ガス通
路２２を‥‥‥上方ガス通路３８に連通させる位置におかれる」という状態，換言
すれば，閉状態にあった弾丸供給用ガス通路（第２のガス通路）を開とする状態と
するのである。
　　　しかるに，被告製品では，当初からマガジンケース３３（蓄圧室）からのガ
スは，チャンバー側（第１のガス通路）へもスライド側（第２のガス通路）へも連
通しており，第２のガス通路が閉から開となる動作をすることはない。したがっ
て，被告製品は，構成要件Ｈを充足しない。
（ウ）原明細書（乙１）の請求項１には，「‥‥‥第１のガス通路及び‥‥‥第２



のガス通路の夫々を開閉制御し，」「‥‥‥上記第１のガス通路を開状態として，
上記蓄圧室からのガスを上記装弾室に供給する第１の状態から，上記第２のガス通
路を開状態として，上記蓄圧室からのガスを上記可変容積圧力室に供給して上記ス
ライダ部を後退させ，それに伴って上記可動部材を後退させ上記弾倉部の一端から
上記装弾室への弾丸の供給のための準備を行う第２の状態に移行するガス通路制御
部と，」と記載されている。この記載を文言の通常の意味に従って解釈すれば，ガ
スを第１のガス通路部を開いて装弾室に供給する第１の状態と，スライダ部を後退
させるために第２のガス通路部を開として可変容積圧力室にガスを供給する第２の
状態を，ガス通路制御部により開閉制御するという意味であるから，第１のガス通
路部を開とするときは，第２のガス通路部は閉，第１のガス通路部を閉とするとき
は，第２のガス通路部は開とならなければならない。そして，このような元の出願
を分割して成立した本件発明も，この点について，同一に解釈されなければならな
い。なぜなら，仮に本件発明が第１のガス通路部を開とするときに，第２のガス通
路部を開として，なお，弾丸の発射に続いてスライダ部の後退という順序に従って
行われるという目的を達することができるのであれば，これは，元の出願の発明に
ない新たな着想を付加したものであって，分割要件に違反するからである。
　　　原告は，構成要件Ｈは，第１のガス通路部が閉状態とされた下で，ガスが圧
力室形成部のみに供給され，この供給がスライダ部の後退に利用される，というこ
とを述べたものであると主張するが，かかる原告の主張は，構成要件Ｈに「のみ」
を付加して解釈することによって権利範囲を拡大するものであり，不当である。
（２）争点２（損害賠償の額）
　【原告の主張】
　　　原告は被告らに対し，特許法１０２条２項に基づいて以下のとおり損害賠償
を請求する。
  ア　被告株式会社東京マルイが製造販売する被告製品１個当たりの販売単価は，
７０４０円である。また，同被告が製造販売した被告製品の数量は，平成１２年１
１月３０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも１５万６０００個で
ある。また，同被告における被告製品の利益率は，販売価格の４０％である。した
がって，同被告の被告製品の製造販売による原告の損害額は，７０４０円に１５万
６０００個を乗じた金額にさらに４０％を乗じた４億３９２９万６０００円であ
る。
  イ　被告株式会社さくらやが販売する被告製品１個当たりの販売単価は，１万０
２４０円である。また，同被告が販売した被告製品の数量は，平成１２年１１月３
０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも１５００個である。また，
同被告における被告製品の利益率は，販売価格の２０％である。したがって，同被
告の被告製品の販売による原告の損害額は，１万０２４０円に１５００個を乗じた
金額にさらに２０％を乗じた３０７万２０００円である。
  ウ　被告株式会社ホビーベースイエローサブマリンが販売する被告製品１個当た
りの販売単価は，１万０２４０円である。また，同被告が販売した被告製品の数量
は，平成１２年１１月３０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも６
００個である。また，同被告における被告製品の利益率は，販売価格の２０％であ
る。したがって，同被告の被告製品の販売による原告の損害額は，１万０２４０円
に６００個を乗じた金額にさらに２０％を乗じた１２２万８８００円である。
  エ　被告株式会社マルゴーが販売する被告製品１個当たりの販売単価は，１万０
２４０円である。また，同被告が販売した被告製品の数量は，平成１２年１１月３
０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも２８００個である。また，
同被告における被告製品の利益率は，販売価格の２５％である。したがって，同被
告の被告製品の販売による原告の損害額は，１万０２４０円に２８００個を乗じた
金額にさらに２５％を乗じた７１６万８０００円である。
  オ　被告株式会社エス・ケー・シーが販売する被告製品１個当たりの販売単価
は，１万０２４０円である。また，同被告が販売した被告製品の数量は，平成１２
年１１月３０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも２０００個であ
る。また，同被告における被告製品の利益率は，販売価格の２０％である。したが
って，同被告の被告製品の販売による原告の損害額は，１万０２４０円に２０００
個を乗じた金額にさらに２０％を乗じた４０９万６０００円である。
  カ　被告有限会社ホビーショップフロンティアが販売する被告製品１個当たりの
販売単価は，１万０２４０円である。また，同被告が販売した被告製品の数量は，
平成１２年１１月３０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも２００



０個である。また，同被告における被告製品の利益率は，販売価格の２０％であ
る。したがって，同被告の被告製品の販売による原告の損害額は，１万０２４０円
に２０００個を乗じた金額にさらに２０％を乗じた４０９万６０００円である。
  キ　被告株式会社ドン・キホーテが販売する被告製品１個当たりの販売単価は，
１万０２４０円である。また，同被告が販売した被告製品の数量は，平成１２年１
１月３０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも３４８０個である。
また，同被告における被告製品の利益率は，販売価格の２０％である。したがっ
て，同被告の被告製品の販売による原告の損害額は，１万０２４０円に３４８０個
を乗じた金額にさらに２０％を乗じた７１２万７０４０円である。
  ク　被告株式会社ダイクマが販売する被告製品１個当たりの販売単価は，１万０
２４０円である。また，同被告が販売した被告製品の数量は，平成１２年１１月３
０日から平成１３年９月３０日までの間で，少なくとも２０４０個である。また，
同被告における被告製品の利益率は，販売価格の２０％である。したがって，同被
告の被告製品の販売による原告の損害額は，１万０２４０円に２０４０個を乗じた
金額にさらに２０％を乗じた４１７万７９２０円である。
  【被告らの主張】
    　原告主張の損害額は，争う。
第３　当裁判所の判断
　１　当裁判所は，被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないから，本件特許権
の侵害を理由とする原告の本訴請求は，いずれも棄却すべきものと判断する。その
理由は，以下に述べるとおりである。
　２　争点１（被告製品が，本件発明の技術的範囲に属するか）について
（１）前記前提となる事実等（第２の１）に記載したとおり，被告製品は，構成要
件Ａ～Ｆ，Ｇ①③，Ｉ，Ｊを充足する。したがって，被告製品の，構成要件Ｇ②，
同Ｈの充足性が問題となる。
（２）そこで，まず，構成要件Ｇの充足性について判断する。
　　　構成要件Ｇは，同Ｇ①において，「上記蓄圧室から上記可動部材に向かって
伸びるガス導出通路部を開閉制御し，」と記載され，これを受けて，同Ｇ②におい
て，「上記蓄圧室からのガスが上記ガス導出通路部を通じて上記可動部材内へと導
かれることになる状態を選択的にとる」と，同Ｇ③において「ガス通路開閉部と」
と記載されている。これをみると，構成要件Ｇは，「ガス通路開閉部」の構成を明
らかにしようとするものであることが分かる。すなわち，まず構成要件Ｇ①におい
て「ガス導出通路部を開閉制御」できるものであることを明らかにし，同Ｇ②にお
いて「可動部材内へと導かれることになる状態」をとり得ることを明らかにしたも
のである。そうすると，構成要件Ｇは，同Ｇ①の「開閉制御」を行う趣旨が，同Ｇ
②のようにガスが「蓄圧室からガス導出通路部を通じて可動部材内へと導かれるこ
とになる状態」を作り出すためのものであることを明らかにしたものというべきで
あるから，同Ｇ①と同Ｇ②とは原因結果の関係にあるものと認めるのが相当であ
る。したがって，構成要件Ｇ②は，「開閉制御」によって，「導かれることになる
状態」と「導かれないことになる状態」のうち，特に前者を「選択的にとる」こと
ができるといったものと解するのが相当である。
　　　被告らは，「選択的にとる」とは，何らかの基準あるいは意思に従って，２
つ以上のものから１つのものを選び出すというニュアンスが込められているとこ
ろ，被告製品においては，トリガーを引くことにより放出バルブが開き，放出バル
ブが開けば必ず，ガスはシリンダー内に供給されることになるから，そこに「選択
的にとる」といった概念を持ち込む余地はないと主張するが，構成要件Ｇ②は，上
記のとおり，「開閉制御」によって，「導かれることになる状態」と「導かれない
ことになる状態」のうち，特に前者の状態をとることができるということを「選択
的にとる」と言い表したものと解され，被告製品のように，トリガーを引くことに
より放出バルブが開き，放出バルブが開けば必ずガスがシリンダー内に供給される
ものであっても，そのような場合において，「導かれないことになる状態」ではな
く「導かれることになる状態」をとることができるといえるから，被告製品は構成
要件Ｇを充足するというべきである。被告らの主張を採用することはできない。
　　　また，被告らは，構成要件Ｇ②について，供給と無供給とを選択的にとるこ
とを述べたものと考えると，あえて「選択的にとる」と表現した意図が不明であり
同要件Ｇ②は不要な要件となってしまうと主張するが，ガスが「導かれることにな
る状態」と「導かれないことになる状態」のうち前者を「選択的にとる」ことが意
味のない記載であるということはできない。被告らの主張の趣旨が，「『選択的に



とる』とはたくさんの状態の中から１つをとることを意味し，ガスが流れる，流れ
ない以外の全く違う状態をとれるということと解すべきところ被告製品はそのよう
な状態はとれない」というものであるとしても，本件明細書の「発明の詳細な説
明」欄に，ガスが流れる，流れない以外の全く違う状態についての記載がないか
ら，構成要件Ｇ②においては，最低限とることのできる状態を説明したといって差
し支えないと考えられ，上記のとおり，「選択的にとる」とは，「導かれることに
なる状態」と「導かれないことになる状態」の２つの状態から１つをとることを意
味すると解するのが相当である。被告らの主張を採用することはできない。
　　　そして，被告製品は，「開閉制御」によって，「導かれることになる状態」
を「選択的にとる」ことができるから，構成要件Ｇを充足するというべきである。
（３）次に，構成要件Ｈの充足性について検討する。
　ア　構成要件Ｈは，同Ｈ①において，「可動部材内に移動可能に設けられ，」
と，同Ｈ②において，「該可動部材内に形成される上記ガス導出通路部から上記装
弾室に至る第１のガス通路部を開状態として，上記蓄圧室からのガスが上記装弾室
に供給される状態となし，」と記載され，これを受けて，同Ｈ③において，「その
後，上記第１のガス通路部を閉状態として，上記蓄圧室からのガスが上記可動部材
内に形成される上記ガス導出通路部から上記圧力室形成部に至る第２のガス通路部
を通じて上記圧力室形成部に供給される状態となす」と，同Ｈ④において，「ガス
通路制御部と」と記載されている。これをみると，構成要件Ｈは，「ガス通路制御
部」の構成を明らかにしようとするものであることが分かる。そして「ガス通路制
御部」は，同Ｈ①にあるように「可動部材内に移動可能に設けられ」たものであっ
て，同Ｈ②，Ｈ③の構成を具備するものである。
　イ　このうち構成要件Ｈ③に関して，被告らは，「‥‥‥供給される状態とな
す」というからには，その前の状態は「供給されない状態」であったはずであると
主張するのに対し，原告は，前の状態が異なるとしても，「‥‥‥供給される状態
となす」は「（第１のガス通路部が）閉状態であって（圧力室形成部に）供給され
る状態」を指すのであるから，例えばその前の状態は「（第１のガス通路部が）開
状態であって（圧力室形成部に）供給される状態」ということもあり得ると主張す
る。
　　　そこで検討すると，確かに，構成要件Ｈ③の文言のみからすれば，原告主張
のような解釈をとる余地も存在する。つまり，原告の解釈は，「（第１のガス通路
部の）閉状態」と「（圧力室形成部に）供給される状態」とを別個独立の状態とみ
るのである。
　　　しかし，構成要件Ｈ③の上記文言については，これと同じ表現が同Ｈ②にお
いてもとられている。すなわち，構成要件Ｈ②は，「第１のガス通路部を開状態と
して」ガスを「装弾室に供給される状態となし」というものであるが，この場合に
は，第１のガス通路部が「開状態」であれば必ず装弾室に「供給される状態」とな
るのであるから，この２つは原因結果の関係にあるのであって，独立した存在では
あり得ない。したがって，構成要件Ｈ②は，「第１のガス通路部を開状態」という
原因があって，その結果として，ガスを「装弾室に供給される状態」にできること
を表現したものと解するほかはない。このような表現は，本件発明の構成要件Ｆ，
Ｇ，Ｉにも同様に存在するが，いずれも原因結果の関係を示すものである。
　　　そうすると，本件発明の構成要件Ｈ③を解釈するに当たっては，これと同一
の表現をとる同Ｈ②と同様に，同要件Ｈ③に記載された２つの状態の間には原因結
果の関係が存在すると解するのが相当である。したがって，同要件Ｈ③は，「第１
のガス通路部を閉状態として」，これを原因として，ガスを「圧力室形成部に供給
される状態となす」ものとみるべきである。しかるに，被告製品は，ガスを「圧力
室形成部に供給される状態となす」のに，「第１のガス通路部を閉状態」とするこ
とを要しないのであるから，「第１のガス通路部を閉状態とし」たことを原因とし
てガスを「圧力室形成部に供給される状態となす」ものとはいえない。
　ウ　構成要件Ｈ③について上記のように解すべきことは，本件明細書の「発明の
詳細な説明」欄の記載からも裏付けられる。
　　　すなわち，本件明細書では，段落【０００７】において，「‥‥‥トリガ部
に対する操作が行われたとき，その操作に応じて開始される一連の動作が，先ず，
ハンマ部の回動が行われ，そのハンマ部の回動に応じて装弾室に供給されている弾
丸の発射が行われ，さらに，弾丸の発射に続いてスライダ部の後退及びその後の前
進が行われて装弾室に対する弾丸の供給がなされる，という順序に従って行われる
ようにされた自動弾丸供給機構付玩具銃を提供する。」と記載され，段落【００１



１】には，「‥‥‥本発明に係る自動弾丸供給機構付玩具銃は，トリガ部が操作さ
れると，その操作に応じて開始される一連の動作が，先ず，ハンマ部の回動が行わ
れ，そのハンマ部の回動に応じて装弾室に供給されている弾丸の発射が行われ，さ
らに，弾丸の発射に続いてスライダ部の後退及びその後の前進が行われて，装弾室
に対する弾丸の供給がなされる，という順序に従って行われるものとされ，それに
より，装弾室に供給されている弾丸の発射に際し，銃身部にスライダ部の移動の影
響が及ぼされる事態が確実に回避されるので，発射される弾丸の方向に狂いが生じ
ることが防止される。」と記載され，さらに段落【００３９】【発明の効果】の欄
にも，段落【００１１】の上記記載と同様の内容の記載が繰り返されている。これ
らの記載に照らせば，本件発明の自動弾丸供給機構付玩具銃は，弾丸が発射された
後に，スライダ部の移動が開始されるものである。
　　　そして，上記のような動作を実現するための構成については，本件明細書で
は，段落【００１０】において，「‥‥‥蓄圧室からガス導出通路部を通じて可動
部材内へと導かれたガスは，第１のガス通路部を開状態となす位置をとるガス通路
制御部により，先ず，第１のガス通路部を通じて装弾室に供給され，その装弾室に
供給されている弾丸の発射に利用される。このようにハンマ部の回動に伴って行わ
れる弾丸の発射，即ち，装弾室からの弾丸の移動は，可動部材内のガス圧を低下さ
せ，それに伴うガス通路制御部の可動部材内での移動を生じさせる。斯かるガス通
路制御部の移動により第１のガス通路部が閉状態とされ，それにより，蓄圧室から
ガス導出通路部を通じて可動部材内へと導かれたガスが，第２のガス通路部を通じ
て圧力室形成部に供給され，スライダ部の後退に利用される。」と記載されてお
り，これによれば，装弾室から弾丸が移動することによって，可動部材内のガス圧
が低下し，これに伴って可動部材内においてガス通路制御部が移動して第１のガス
通路部を閉状態とし，それによりガスが第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に
供給されるという構造であることが開示されている。また，本件発明の実施例の説
明として，段落【００２７】～【００２９】に，次の記載がある。
　　「【００２７】‥‥‥ガス通路制御部２５の弁部材２７によって開状態とされ
た弾丸発射用ガス通路２１とケース３０内に設けられた蓄圧室３３とが連通状態に
おかれ，蓄圧室３３からのガスが，弾丸発射用ガス通路２１を通じて装弾室４ａ内
に供給される状態が得られる。その結果，図５において実線により示される如くに
装弾室４ａに装填された弾丸ＢＢが，蓄圧室３３からのガス圧によって，図５にお
いて一点鎖線により示される如く，環状突出部４ｂを越えて，銃身２と弾丸発射用
ガス通路２１とを遮断する状態をもって環状部材４の前方側部分に移動せしめられ
る。斯かる際，弾丸供給用ガス通路２２を閉状態となす弁部材２７に作用する蓄圧
室３３からのガス圧により，ロッド２６のコイルスプリング２８の付勢力に従う移
動が阻止されるので，弁部材２７の弾丸供給用ガス通路２２を閉状態となす位置が
維持される。そして，環状部材４における前方側部分に移動した弾丸ＢＢが，蓄圧
室３３からのガス圧により銃身２内に移動せしめられるものとなると，銃身２と弾
丸ＢＢとの間に生じる比較的小なる隙間を通じて銃身２内にガスが漏れ出し，弾丸
ＢＢの銃身２における前端部側に向かう移動が加速されるとともに，中央空間部２
０内におけるガス圧が低下する。」
　　「【００２８】斯かる中央空間部２０内におけるガス圧の低下に伴って，ロッ
ド２６がコイルスプリング２８の付勢力により前進するものとなり，それに伴って
弁部材２７が，図６に示される如くに，弾丸供給用ガス通路２２から弾丸発射用ガ
ス通路２１に向けて移動せしめられる。そして，ロッド２６の前進により弁部材２
７が，図７に示される如くの弾丸発射用ガス通路２１を閉状態となす位置におかれ
るまでの間において，銃身２内に移動せしめられた弾丸ＢＢが銃身２から発射され
る。即ち，発射用可動ピン４を殴打するハンマ５の回動が行われると，蓄圧室３３
からのガスが弾丸発射用ガス通路２１を通じて装弾室４ａ内に供給される状態がと
られて，装弾室４ａに装填されている弾丸ＢＢが装弾室４ａから銃身２内へと移動
し，それにより生じる中央空間部２０内におけるガス圧の低下に伴い，ロッド２６
が弁部材２７とともに，コイルスプリング２８の付勢力に従って，弾丸供給用ガス
通路２２から弾丸発射用ガス通路２１に向かって移動することになる。」
　　「【００２９】このようにして弁部材２７が，弾丸発射用ガス通路２１を閉状
態として，弾丸供給用ガス通路２２を，中央空間部２０及び共通ガス通路２３を介
して，ケース３０内に設けられた上方ガス通路３８に連通させる位置におかれる
と，弾丸供給用ガス通路２２に充填される蓄圧室３３からのガス圧が，弾丸供給用
ガス通路２２の後端部に設けられた連通路を通じて，固定部材５１を可動部材５４



から離隔させる方向に押圧しつつ，固定部材５１内に流入するものとなる。‥‥
‥」
　　　これらの記載によれば，弾丸の発射に際して銃身部にスライダ部の移動の影
響が及ぼされることを確実に回避する目的の下に，弾丸が発射された後にスライダ
部の移動が開始されるという動作を実現するための構成として，本件明細書におい
て開示されているのは，装弾室からの弾丸の移動に伴う部材の動作により第１のガ
ス通路部を閉状態にするのと同時に第２のガス通路部が開状態とされ，これにより
初めてガスが圧力室形成部に供給される状態となるものである。
　　　すなわち，装弾室からの弾丸の移動後に初めてガスが圧力室形成部に供給さ
れる構成を採ることによって，弾丸の発射前にスライダ部の移動が開始される状態
が生じることを避けているものである。
　　　これに対して，被告製品においては，弾丸の発射の前後を通じてガスが圧力
室形成部に供給されており，スライダ部側に常にガス圧が作用する構成となってい
るから，被告製品は，本件発明と構成を異にするものというほかはない。
　エ　この点に関して，原告は，本件明細書には，第１，第２のガス通路部につい
て一方が開のとき他方は閉とすることは記載されておらず，構成要件Ｈ③は，第１
のガス通路部が閉状態とされた下で，ガスが圧力室形成部のみに供給され，この供
給がスライダの後退に利用されることを明らかにしたものである旨を主張し，本件
発明はそのような第１のガス通路部のみを開閉する発明であるから，第２のガス通
路部は常に開である被告製品であっても，本件発明の技術的範囲に属する旨を主張
する。
　　　しかし，本件明細書には，装弾室からの弾丸の移動前からガスが第２のガス
通路部を通じて圧力室形成部に供給されてスライダ部にガス圧が作用しているとい
う状態の下において，弾丸の発射前にスライダ部の移動が開始される状態が生じる
ことを避ける構成は何ら開示されていない。すなわち，本件明細書においては，弾
丸の発射の前後を通じてガスが圧力室形成部に供給されてスライダ部側に常にガス
圧が作用している状態の下において，第１のガス通路部の開閉のみをもって，弾丸
の発射後に初めてスライダ部の移動が開始されるという動作を実現する構成は何ら
開示されていない。この点に照らせば，本件発明をもって第１のガス通路部のみを
開閉する発明であるという原告の主張は，失当である。
　オ　また，本件発明は原発明の分割出願に係るものであるところ，乙１（原明細
書）によれば，原発明は，第１のガス通路部が開のときには第２のガス通路部を閉
とし，第１のガス通路部が閉のときには第２のガス通路部を開とするものであっ
て，第１のガス通路部の開閉制御と第２のガス通路部の開閉制御とが密接不可分に
結び付いた発明であり，双方のガス通路部の開閉制御をもって弾丸の発射後に初め
てスライダ部の移動が開始されるという動作を実現したものである。したがって，
このような発明から，第１のガス通路部の開閉制御のみをもって弾丸の発射後に初
めてスライダ部の移動が開始されるという動作を実現する発明を抽出することはで
きない。仮に本件発明が原告の主張するような発明であると解するときは，本件発
明は分割要件（特許法４４条参照）に違反して分割されたということになりかねな
い。
　カ　なお，原告は，構成要件Ｈ③の解釈について被告の主張する内容に対して，
構成要件Ｈ③の解釈に際して「第２のガス通路部を開状態」とすることを付加すれ
ば特許法７０条違反となると主張するが，上記に判示した構成要件Ｈ③の解釈は，
「第２のガス通路部を開状態」とすることを付加したものではなく，あくまでも，
ガスを「圧力室形成部に供給される状態となす」という構成要件Ｈ③における文言
について，これが同構成要件中の「第１のガス通路部を閉状態とし」と原因結果の
関係に立つことをいうものである。
　キ　上記によれば，被告製品は，構成要件Ｈを充足しないといわなければならな
い。よって，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属しないと解するのが相当であ
る。
　３　結論
　　　以上によれば，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属しないというべきで
あるから，その余の争点について判断するまでもなく，原告の本訴請求はいずれも
理由がない。
　　　よって，主文のとおり判決する。

    　　　　　東京地方裁判所民事第４６部



　　　　　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　三　　村　　量　　一
                              　

　　　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　和 久 田　  道  　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　田　　中　　孝　　一
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　被告株式会社東京マルイの製造にかかる「グロック（ＧＬＯＣＫ）２６」という
製品名の自動弾丸供給機構付玩具銃

被告製品静止断面図被告製品動作図


